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平成２２年３月に新近江八幡市が誕生し、６年が経過しました。新近江八幡市

では『新市基本計画』を策定し、平成２１年度から平成３１年度を計画期間と定

め、新市のまちづくりの基本方針として、『自然の恵み、歴史と文化に根づく「生

業」が広がり、起業する活力とすべての人々が支え合える、ぬくもり あふれた

まち』を目指してまちづくりを進めてきました。 

そのような中において、旧市町が行政改革に鋭意取り組んできたことから新市

においても、平成２２年度から平成２６年度を期間とした第１次行政改革大綱を

定め、行政改革実施計画に基づき、行政改革を推進してきました。その取り組み

の一環として、平成２２年度から平成２６年度を取組期間とした中期財政計画を

策定し、「行政改革の取り組みの促進」「安定的で効率的な行政サービスの提供」

「新市基本計画に掲げられた事業の計画的な実施」を目的として、収支改善に向

けた目標を定めて取り組みを進めてきました。行政改革は一過性の取り組みで終

わらせることなく、その中の中期財政計画は、全庁的な行財政運営の取り組みを

展開するために、中長期的な財政運営の指針を示し、持続的可能な財政基盤を確

立していくことを目的としており、継続して取り組みを進める必要があります。 

現在の本市を取り巻く環境は、様々な諸課題を抱えており、様々な財政リスク

を抱えています。 

全国的な視点で見れば、平成２６年５月８日に日本創生会議・人口減少問題検

討分科会が、『２０４０年の若年女性人口が現在の５割以下となる自治体を「消

滅可能性都市」』として提言されたことは、国をはじめ地方自治体に、大きな衝

撃を与えました。人口減少・超高齢化という大きな課題に対し自立的で持続的な

社会を創生していかなければ、本市の未来はありません。少子高齢社会の進行に

伴う社会保障関係経費の増加だけでなく、人口減少より生ずるリスクと課題を見

据えた中で、今後のまちづくりの在り方を財政面からも見据える必要があります。 

また、平成の大合併における合併の特例措置が縮減段階に入り、本市も合併後

５年を経過し、合併特例措置である普通交付税の合併算定替が平成２７年度から

段階的に縮減となりました。合併後の特別の需要が一段落し、新市基本計画にも

ある効率的な行財政運営により、類似する公共施設の維持管理費の削減などの無

駄を省き、少ない公共投資で質の高い公共サービスの提供に取り組む必要があり

ます。 

一方、ミクロの視点で本市が特別に抱える財政事情として、生活インフラ整備

をはじめとする大型施設整備事業を平成２４年度から平成２７年度までを正念

場の４年間として、事業の着実な実施と将来への影響を鑑みながら取り組みを進

１ 策定にあたって 
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めてきたことがあります。当該整備事業が集中したことによる影響ではあります

が、事業実施における公債費等の将来的な負担の財政リスクと平成２８年度以降

も引き続き予定される市庁舎整備をはじめとする大型施設整備事業について、将

来の財政負担を考慮しながら事業に取り組んでいかなければ、たちどころに財政

状況の悪化とともに市民サービスにも影響するリスクを含んでいます。 

これ以外にも少子高齢化の進捗に伴う本市が抱える諸課題は多くあり、市民が

安心して住むことができるまちづくりには、１０年後、その後も持続可能なまち

であるための財政基盤の確立をしていかなければなりません。現在の健全性は、

将来の健全性も約束しているものではなく、将来を見据えた中で、現下の行財政

運営が影響することを認識する必要があります。 

こうしたことから、今後、大型施設整備事業をはじめ新市基本計画に掲げられ

たまちづくりを実現するために、持続可能な財政基盤の確立は喫緊の課題であり、

将来を見据えた財政運営の指針となる中期財政計画を定め、健全財政の維持に向

けた取り組みを進めます。 

なお、計画期間については、新市基本計画、行政改革大綱、行財政改革プラン

との整合性を図り平成２７年度から平成３１年度までの５年間とします。 

 

 

 

 

① 行財政改革プランの『カネ』に対する取り組み 

 行財政改革プランにおいては、『人（定員適正化計画）』『物（公共施設等総

合管理計画）』『金（中期財政計画）』の各計画が連携を図りながら取り組みを

進めるものとされており、特に中期財政計画はそれぞれの財源的な見通しを

見据えて取り組みを進めることとします。 

 

② 持続可能な財政運営に向けた指針 

 人口減少社会における社会保障関係経費の負担増加や大型施設整備事業の

実施による公債費の負担増加、普通交付税の合併算定替えの縮減といった将

来的な財政負担を見据えた中で、事業の選択や規模の検討、予算編成に当た

っての指針とします。 

 

２ 計画の目的 
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① 対象期間 

 平成２７年度から平成３１年度までの５年間としますが、将来的な見通し

を見据えた中での指針とすることから、『財政見通し』については平成２７年

度から平成３６年度までの１０年間とします。 

 

② 対象とする会計 

 普通会計（一般会計及び文化会館特別会計） 

 ただし、特別会計に対する繰出金を含むことにより、企業会計（水道事業

会計・病院事業会計・下水道事業会計（公共下水・農業集落排水））や特別会

計（国民健康保険特別会計・後期高齢者医療特別会計・介護保険特別会計（認

定審査・保険事業・サービス事業））も対象とします。 

 

③ 財政見通しの見直し 

 『財政見通し』については、毎年、決算状況、事業の進捗、社会情勢、制

度改正などの状況に基づき、将来見通しも含め見直しすることとします。 

 また、定員適正化計画や公共施設等総合管理計画などの計画策定及び改訂

状況に併せ、『財政見通し』にも反映することとします。 

 

④ 情報公開 

 『財政見通し』及び毎年の見直し内容については、財政情報の透明性を高

めるため、情報公開することとします。 

 

 

３ 計画の基本的事項 
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Ⅰ 基本的な考え方 

◎ 第２次行政改革大綱・行財政改革プラン 

財政見通しは将来を見据え、可能な限りのリスクを反映した中で、健全財

政を維持するための指針を目標として作成します。よって、行財政改革プラ

ンの改革内容については、財政見通しには反映させないこととし、行財政改

革プランと併せて公表することにより、今後の財政見通しの改善を目指すも

のとします。 

 

◎ 決算額 

決算年度は、地方財政状況調査（通称：決算統計）の数値とし、将来見通

しについては地方財政状況調査の分類に基づく想定決算額とします。 

 

◎ 人口推計 

歳入歳出ともに人口の増減が影響する内容については、国立社会保障・人

口問題研究所推計（平成２５年３月推計）を反映します。 
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◎ 法改正、制度改正状況 

法改正や制度改正については、作成時点で確定した内容のみ反映するもの

とし、作成後に改正が確定した内容については反映していません。 

 

◎ 景気動向 

可能な限りリスクを反映したものとしますが、景気動向については、流動

的要素が高すぎるため、反映していません。 

 

４ 財政見通しの前提条件 
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◎ 基金繰入金及び繰越金の取り扱い 

大型施設整備事業の実施に伴う特定財源を除く一般財源分については、公

共施設等整備基金などからの繰入金で対応するものとします。また、年度財

源不足額についても、財政調整基金及び減債基金からの基金繰入金により補

填するものとします。 

繰越金については、現実の財政運営と近似させるため、実質収支を黒字で

５億円確保するものとします。 

 

Ⅱ 歳入に関する前提条件 

◎ 地方税、地方譲与税、地方交付税等の一般財源 

地方税については、経済活動の中心となる生産人口の今後の減少を加味し

ます。 

普通交付税は、基準財政収入額と基準財政需要額の見込みを算出したうえ

で、合併算定替えについて、平成３１年度までの措置として段階的に縮減さ

れていくことを加味します。 

 

◎ 国・県支出金 

扶助費に係る国・県支出金については、各扶助費決算見込額をベースに現

状の補助率により試算します。 

大型施設整備事業の実施に伴う国・県支出金については、その補助対象事

業費に応じて現状の補助率により算定します。 

その他の国・県支出金については、これまでの水準で見込みます。 

 

◎ 地方債 

臨時財政対策債については、過去の水準を基に今後も継続されるものとす

るとともに、合併算定替縮減の影響を加味し試算します。 

建設事業債は、主に大型施設整備事業について、その起債発行対象となる

事業費を基準に、現状の地方債種別と充当率に従い発行額を試算します。 

 

◎ その他の収入 

（分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰越金、諸収入） 

原則として、これまでの水準で見込むことを基本に推計します。 

なお、普通財産の売払いや、ふるさと応援寄附金については、不確定要素

が高いため計上しません。 
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Ⅲ 歳出に関する前提条件 

【義務的経費】 

◎ 人件費 

職員給、共済組合負担金については、第２次定員適正化計画による職員数

の動向を反映します。退職金については、定年退職者予定を基に試算します。 

議員報酬、特別職報酬、その他の委員報酬等については、現在の水準で試

算します。 

 

◎ 扶助費 

福祉・医療に係るものや年齢条件に係るものに大別し、それぞれの人口や

社会情勢などの推移に基づき試算します。 

 

◎ 公債費 

既に発行済みの地方債に係る元利償還金に加えて、今後、発行見込みの地

方債については、地方債種別や資金先などに基づき、借入期間、据置期間を

現状の借入条件により試算します。 

  

【一般行政経費】（物件費、維持補修費、補助費等） 

大型施設整備事業により、更新・新設する施設の維持管理経費を見込みま

す。 

企業会計への繰出金（補助費等）は、各公営事業の経営計画の一般会計繰

入見込額に基づき試算します。但し、企業会計の資本に対する繰入金につい

ては、投資及び出資金にて反映します。 

その他については、これまでの水準で推移していくと見込みます。 

 

【積 立 金】 

◎ 積立金 

当該年度の基金の運用による利息を基金への積立とします。また、前年度

決算の純繰越金（実質収支）の２分の１を積み立てます。 

 

【投資的経費】（普通建設事業費） 

大型施設整備事業については、担当課からの事業計画の積み上げにより計上

します。既契約済事業は、その付帯費用も含め、契約額と事業進捗状況に基づ

き計上しますが、今後の進捗状況によって変動が見込まれます。 
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【その他の支出】（投資及び出資金、貸付金、繰出金） 

医療・介護関係特別会計に対する繰出金は、人口や社会情勢などの推移に応

じて試算します。各公営企業会計（法適・法非適）に係る出資金及び繰出金に

ついては、各公営事業の経営計画の一般会計繰入見込額に基づき試算します。 

 

Ⅳ 指標に関する前提条件 

◎ 標準財政規模 

その地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源

の規模をいい、標準的な行政活動を行うために必要な経常的一般財源の総量を

示します。 

 

◎ 地方債現在高比率 

標準財政規模に対する地方債現在高の割合を示します。この比率が高いほど

将来に対する負担があると言えます。 

 

◎ 積立金現在高比率 

標準財政規模に対する積立金現在高（財政調整基金，減債基金及びその他特

定目的基金）の割合を示します。この比率が高いほど将来に対する蓄えがある

と言えます。 

 

◎ 実質赤字比率 

  一般会計等を対象とした、実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。 

一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標です。

指標が黒字の場合は、発生しません。 

 

◎ 実質公債費比率 

公債費や公営企業会計の公債費に対する繰出金などの公債費に準ずるものを

含めた実質的な公債費相当額（地方交付税に措置されるものを除く）を標準財

政規模で除した比率の３年間の平均値です。 

 

◎ 将来負担比率 

将来負担すべき実質的な負債を算定するもので、普通会計の公債費残高や公

営企業会計の公債費残高に対する繰出金、退職手当などの将来負担すべき額か

ら、将来負担すべき額に対する財源を除いたものを標準財政規模で除した比率

です。 
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◎ 財政見通しにおける大型施設整備事業について 

 

今後見込まれる未契約事業は、『財政見通し』が将来的な財政上のリスクを最

大限考慮して策定するものとしていることから、作成時点での担当課からの想定

事業期間と想定総事業費により計上します。『財政見通し』は各事業個々の事業

期間、事業費、内容等を議論するためのものではなく、将来的な財政リスクを総

合的に最大限考慮することを目的とする『財政見通し』とします。 

また、平成２７年度時点においては平成３２年度以降に実施される大型施設整

備事業については、事業実施時期や総事業費が不明確なため、含んでいません。

大型施設整備事業については、対象事業も含め今後の事業進捗に伴い事業期間及

び総事業費など逐次見直しを行います。 

なお、大型施設整備事業については、毎年度継続的に実施される施設整備事業

は対象とせず、当該計画期間中に集中的に実施され、『財政見通し』に及ぼす財

政リスクが大きい事業を対象とします。 

 

平成２７年度末現在、今後見込まれる未契約内容を含む大型施設整備事業 

                  事業期間 総事業費 

庁舎整備事業及び周辺事業      H27～H32  84.4 億円 

竹町都市公園整備事業        H24～H32  50.6 億円 

武佐コミュニティセンター整備事業  H27～H29   5.9 億円 

岡山コミュニティエリア整備事業   H27～H31  44.5 億円 

桐原こども園整備事業（２園）    H27～H29   4.6 億円 

    計       190.0 億円 

 

   ※各事業の事業期間・総事業費は、当財政計画の目的である持続可能な財政運

営に向けた指針を算定するための数値であり、個別事業の内容の可否等を判断

するものではありません。 
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◎ 歳入の推移 

 地方税は軽自動車税の改正などの増収となる要素はあるものの、生産人口の減少や

法人市民税の改正の影響により徐々に減少していく見込みです。 

地方交付税は、合併算定替えの特例加算措置の段階的な縮減の影響はあるものの交

付税措置のある地方債を優先的に発行していることから、平成３６年度においても概

ね５６億円を維持する見込みです。 

歳入一般財源全体としては、地方税の減少を地方交付税では賄いきれず、増加傾向

にある歳出の不足を補う形で基金からの繰入が増加する見込みです。 

国・県支出金は、普通建設事業に係るものは大型施設整備事業の財源状況に連動し

て減少していくものの、扶助費に係るものは支出の逓増に伴い一定の増加が見込まれ

ます。 

地方債のうち建設事業に係るものについては、国・県支出金と同様に大型施設整備

事業の事業費に連動するとともに、臨時財政対策債は、地方交付税と同様に合併算定

替えの特例加算措置縮減の影響を受けます。 

歳入総額は、大型施設整備事業が一区切りする平成３２年度以降大きく減少し、平

成３６年度には約２８６．２億円となる見込みであり、平成２６年度決算と比較する

と約１３％減の歳入規模となる見込みです。 
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６ 財政見通しにおける分析と課題
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◎ 歳出の推移 

 扶助費については、少子高齢社会の進行に伴い増加が見込まれ、また、大型施設整

備事業による市債の発行により公債費も逓増するため、歳出総額に占める義務的経費

の割合は年々高くなり、平成３２年度には歳出全体の５０％を超え、財政構造の硬直

化が進むものと見込まれます。扶助費については、財源として一定の国・県支出金が

見込まれることから、歳出額の増加がそのまま充当される一般財源の増加となりませ

んが、公債費については、一般財源での対応となるため、その増加が大きな影響を及

ぼします。 

投資的経費は、平成３２年度以降に大幅に減少しますが、大型施設整備事業を見込

んでいないことによるものです。 

その他の経費では、医療費や給付費の増加に伴う特別会計への繰出金が増加してい

くことが見込まれます。 

歳出総額については、歳入と同様に平成３２年度以降大きく減少するものの、平成

２９年度以降は歳出総額が基金からの繰入を除く歳入を上回る見込みです。 
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◎ 収支の状況 

 歳入歳出ともに平成３１年度までは、概ね３００億円を超える水準で推移する見込

みです。平成２９年度以降は、基金からの繰入により形式上黒字を維持している状態

となり、平成３０年度以降は、毎年、財政調整基金や減債基金の取り崩しを行う必要

が生じます。基金からの繰入金を除くと、平成２９年度から平成３６年度までの間で

８０億円を超える財源不足が生じます。 
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◎ 地方債残高、積立金残高の推移 

 地方債残高は、新一般廃棄物処理施設整備事業や教育施設の整備、市庁舎整備事業

をはじめとする大型施設整備事業に伴う新規発行により、平成３１年度には平成２６

年度の約１.５倍となる３７０億円に迫ります。 

積立金残高は平成２６年度には約１３０億円であったものが、公共施設等整備基金

の大型施設整備事業への充当、財政調整基金の財源不足に対する取り崩しにより、平

成３６年度には年間の資金収支不足が生じた場合の繰替運用に必要と想定される 

３０億円を下回ることが見込まれます。また、財政調整基金と減債基金のみに限ると、

平成３６年度には、９億円を下回り財政調整機能が十分に果たせない状況となり、緊

急的財政支出への対応が困難となります。 
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◎ 計画対象期間外も含めた公債費の状況 

 平成２７年度の約２０億円（繰上償還を除く）を底に平成２８年度から増加に転じ、

平成３２年度に２７億円を超え、平成３５年度から平成４２年度までは毎年２８億円

以上という非常に高い水準で推移する見込みであり、この間、財政運営の硬直化が危

惧されます。 

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

平成22年度 平成24年度 平成26年度 平成28年度 平成30年度 平成32年度 平成34年度 平成36年度 平成38年度 平成40年度 平成42年度

（単位：億円）

償還金

２２ ２４ ２６ ２８ ３０ ３２ ３４ ３６ ３８ ４０ ４２
年度  

 

◎ 指標の状況 

 実質公債費比率と将来負担比率については、指標の算定において元利償還金及び準

元利償還金に係る交付税措置分を控除することになっているため、交付税措置のある

市債発行を優先している現状から、ともに財政健全化計画を策定することが義務づけ

られる早期健全化基準を上回ることはありませんが、公債費、地方債残高の増加、基

金残高の減少から両指標は年々悪化を続ける状況となります。 

 実質赤字比率は、基金からの繰入による黒字を維持しているため発生しません。 

地方債現在高比率は、平成２６年度には１４１.１％であったものが急激に上昇し、

平成３１年度から平成３３年度は２００％を超える見込みであり、以降も高い水準で

推移します。つまり標準的に収入しうる「経常一般財源」の倍程度の借入残高を抱え

る状態となり、将来の公債費負担が重くのしかかることとなります。 

積立金現在高比率は、平成２７年度の７４.６％をピークに大型施設整備事業への

充当や収支不足への対応に基金を活用するため急激に下降し、平成３６年度には  

１６.２％まで落ち込みます。これは、不測の収入減少や支出増加に対する財政の弾

力性が著しく低下していくことを表しています。 
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Ⅰ 行財政改革プランの推進 

第２次行政改革大綱の基本方針において、『市民が誇りに思え、満足できるま

ちを創っていけるための、持続可能な財政基盤の確立』をめざした財政運営を基

本方針としており、その具体的実行計画を定めた行財政改革プランにおいても

『持続可能な財政基盤の確立をめざした財政運営』を目的として取り組みが定め

られています。 

行財政改革プランの取り組みである使用料・手数料、分担金・負担金、税収の

確保だけでなく、公有財産の処分や広告収入、ふるさと納税などの新たな歳入の

確保による財源の確保は財源不足の抑制となり『財政見通し』の課題に対する取

り組み施策となります。歳出面においても、業務の見直しや民間委託の推進によ

り、持続可能な財政基盤を構築していくことが必要です。『財政見通し』の課題

に対する取り組みとして、行財政改革プランに基づき継続した行政改革への取り

組みが重要です。 

 

Ⅱ 財政指標の適正管理 

財政指標については様々な指標があり、特に財政の健全性を示す指標として健

全化判断比率（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比

率）がありますが、『財政見通し』が示す健全化判断比率の見通しについては、

悪化の傾向にはあるもののイエローカード（早期健全化基準）を超える状況には

ありません。平成２６年度決算においてイエローカードを超える団体は１団体の

みであり、もはやイエローカードを超えない団体が健全であるとの状況ではあり

ません。よって、『財政見通し』の期間中の実質赤字比率、実質公債費比率、将

来負担比率の３つの指標の全国都市の平成２６年度平均値を目標水準として定

めます。但し、財政健全化判断比率は交付税措置の反映など算定方法が非常に複

雑であり、水準の判断基準が分かりにくく留意が必要です。 

この他にも、実質収支比率や経常収支比率などの財政指標がありますが、将来

の財政運営に影響を及ぼす重要な財源となる市債（借金）と基金（貯金）の残高

を示す指標として、地方債現在高比率と積立金現在高比率があります。大型施設

整備事業の実施に際し、市債の発行を多くすれば基金の取り崩しは少なくなりま

すが、後年度の返済が増えることとなり、市債の発行を減らせば、基金の取り崩

しが多くなり、後年度財源が減ることとなり、市債と基金については将来の財政

状況を鑑みた中で、バランスに配慮しながら活用していく必要があります。将来

の財政運営の健全性を保つために重要なこの２指標について、見通し期間中の目

７ 財政見通しにおける課題に対する取り組み目標 
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標水準を定めます。目標水準の設定に当たっては、健全化判断比率は算定が複雑

でわかりにくい面もあることから、わかりやすい基準とし、本市に標準的に収入

が見込まれる一般財源を示す標準財政規模をベースとして、地方債は２倍（２年

間の一般財源総額）、積立金は半分（半年分の一般財源総額）とします。なお、

地方債現在高比率は２００％となりますが、これは平成２６年度決算において全

国都市７９０市の内、上位から６００番目ぐらいの位置となり、積立金現在高比

率の５０％は上位から２８０番目ぐらいの位置となります。 

 

 

 

全国都市の平成２６年度決算平均値以下を目標水準とする。 

 
早期健全

化基準 
目標水準 H26 決算 H31 見込 H36 見込 

実質赤字比率 12.61% 0% 0% 0% 0% 

実質公債費比率 25.0% 8.6% 4.7% 4.4% 7.2% 

将来負担比率 350.0% 69.7% 0.0% 51.0% 61.1% 

 

 

 

標準財政規模の２倍（２００％）以下を目標水準とします。 

目標水準 H26 決算比率 H31 見込比率 H36 見込比率 

200.0％ 141.1％ 210.8％ 185.1％ 

 

 

 

標準財政規模の半分（５０％）以上を目標水準とします。但し、年間の資

金収支不足が生じた場合の基金からの繰替運用に約３０億円の基金残高が必

要と見込まれており、財政調整基金と減債基金の合計についても、２５％以

上（約４５億円）とします。 

 目標水準 H26 決算比率 H31 見込比率 H36 見込比率

積立金現在高比率 50.0％ 73.7％ 44.2％ 16.2％ 

財政調整基金・ 

減債基金の合計 
25.0％ 47.4％ 33.0％ 4.9％ 

健全化判断比率 

地方債現在高比率 

積立金現在高比率 
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指標目標を定めました５つの指標について、健全化判断比率を除く２指標につ

いては『財政見通し』において、指標目標を超過又は不足しているため、目標を

達成するための方策を定めます。 

 

Ⅰ 地方債現在高比率抑制に向けた取り組み 

 

① 市債発行の抑制について 

地方債現在高を抑制する最も効果的な方法としては、新たな市債の発行を

しないこととなります。しかし、市債には住民負担の世代間の公平を確保す

るための調整機能や単年度収支予算による年度財源の財源補完機能、地方交

付税措置などによる国の財源保障措置機能など、市債を発行する意義がある

ことから、単に発行しなければよいというものではありません。 

よって、市債を活用しながら将来的なリスクを軽減するため、国の財源保

障措置がなされている地方交付税措置のある市債を主に発行することとし、

地方交付税措置のない市債及び地方交付税措置割合の低い市債については、

リスク低減のため発行をできるだけ抑制します。 

  庁舎整備事業をはじめとする大型施設整備事業のうち、合併推進債の対象

となる事業については、合併に係る財政支援として地方交付税措置があるこ

とから、その活用を進めます。 

 

② 市債借入期間等の抑制について 

市債発行に際しては、施設の耐用年数に応じた借入期間と施設の未利用期

間に応じた据置期間を設定して発行します。借入期間及び据置期間が、長期

間になれば、金利リスクが高まり、短期間になれば単年度の返済額の増加や

早期返還による単年度の負担リスクが高まります。 

よって、借入期間及び据置期間については、施設の耐用年数や未利用期間

と財政見通しなどによる将来的な負担状況を鑑みながら、期間の縮減に努め、

金利負担軽減と早期償還による地方債現在高の抑制を目指します。 

   

③ 繰上償還の実施について 

地方債現在高は、これまでに発行してきた市債の積み上げであり、現在の

低金利状況と比較して金利の高い市債もあります。将来返済予定の償還金を

繰上償還することで、一時的な負担は増えますが、地方債現在高は抑制され、

将来的な負担は縮減することができます。 

８ 目標を達成するための方策 
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但し、貸し手側との協議や償還資金の確保が必要なことから、財政的メリ

ットを考慮した中で、繰上償還の実施に向けて取り組みを進めます。 

 

Ⅱ 積立金現在高比率向上に向けた取り組み 

 

① 基金積立金の確保について 

基金への積立については、地方財政法第７条に決算剰余金の二分の一を下

らない額については基金への積立を行うこととなっていますが、この他には

特定金額を積み立てる法令はありません。しかし、予算財源の不足に際し、

基金を取り崩すのみでは基金が枯渇することから、財源余剰のみの積立だけ

でなく、定期的に基金に積み立てる仕組みが必要です。 

利用用途のない財産の売払による売却益の基金積立や、ふるさと納税など

の寄附金の基金積立など、基金の目的に応じた積立金の確保策について取り

組みを進めます。 

 

② 特定目的基金の活用について 

財政運営の健全を維持するためには、財源不足に陥った時に取崩しの可能

な『財政調整基金』『減債基金』の確保が重要ですが、条例で定められた特定

の目的のための基金（特目基金）を活用することで、財源の不足を抑制し、

財政調整基金や減債基金を確保することができます。 

よって、特目基金については、条例で定められた目的の範囲において、積

極的に活用するものとし、財源不足の補てんによる基金取崩しの抑制や市債

発行額の抑制に資することとします。 
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③ 基金の効率的な運用による運用益の確保について 

基金については、資金収支不足や年度財源不足のために一定額を確保する

必要がありますが、基金は金融機関への預金を主として運用しており、そこ

から生じる運用益は、基本的に基金に積み立てます。 

資金や財源が不足する以外の期間の基金運用について、運用益が多く生じ

るように、金融商品の選択や運用期間、運用金額など効率的な運用方法の検

討を進め、基金積立金の拡充に努めます。 

 

Ⅲ その他の取り組み 

 

① 大型施設整備事業の適正な事業規模と財源確保について 

大型施設整備事業の財源については、国県の補助金を除くと市債と基金を

主としており、事業費を精査し、縮減することにより、市債発行や基金繰入

金を抑制することができます。また、国県補助金などの市債や基金以外の財

源を多く確保することにより、同じ事業費でも市債発行額や基金繰入額を抑

制することができます。 

よって、大型施設整備事業については、その事業規模を現在の財政状況や

利用状況に応じ適正な規模になるよう、精査をすすめます。また、市債や基

金以外の財源については、社会情勢を鑑み、より多くの財源確保に向けての

取り組みを最優先として、事業実施を進めます。 

 

② 公共施設の配置適正化について 

公共施設については、公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設等の全

体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを

計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設

等の最適な配置を実現することが求められています。 

公共施設等総合管理計画の策定への取り組みを進めるとともに、公共施設

の最適配置と統廃合などにより未利用となる施設については、その解体に向

けた取り組みを早期に進めることで、施設維持管理経費の抑制と解体後の売

却益の確保に取り組みます。 

 

③ 行政改革効果の適正な活用 

行財政改革プランの歳入歳出両面にわたる改革により得られた効果額に

ついては、新たな事業の実施や事業の拡大に充当するのではなく、基金取崩

しや市債発行額の抑制の財源とすることで持続可能な財政運営を図ります。 

- 18 -



 

.



 

 

滋賀県近江八幡市総務部財政課 
 〒523-8501 

  近江八幡市桜宮町２３６番地 

  ＴＥＬ 0748-36-5750 

  ＦＡＸ 0748-32-3237 

  E-mail  010412@city.omihachiman.lg.jp 




